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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行令の一部を改正する政令の公布について 

 

本日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令

の一部を改正する政令（令和６年政令第 123 号）が別紙のとおり公布され、令和

６年４月１日に施行されるところである。 

その主な内容について下記のとおり通知するので、これらについて十分御了

知の上、管内市町村（特別区を含む。）を始め、関係者、関係団体等に対し、そ

の周知徹底を図っていただく等、本政令の円滑な施行について特段の御配慮を

お願いする。 

 

 

記 

 

 

１ 主な内容 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17 年

法律第 123 号）第 76 条第１項に規定する補装具費（以下「補装具費」という。）

の支給制度の対象外となっている、市町村民税の所得割額が 46 万円以上であ

る障害児又は障害児の属する世帯の世帯員について、補装具費支給制度の対象

とするため、以下の措置を講じた。 

① 補装具費の支給に係る障害者等の属する世帯の他の世帯員のうち「政令で

定める者」について「障害者の配偶者」とする（障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律施行令（平成 18 年政令第 10 号。以下

「令」という。）第 43 条の２第１項）。 



② ①に伴い、補装具費の支給に係る「政令で定める所得の基準」についても、

その対象となる者を「障害者又はその配偶者」とする（令第 43 条の２第２

項）。 

 

２ 施行期日 

  令和６年４月１日 



令和年月日 金曜日 (号外特第号)官 報
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